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○ 日本国憲法（昭和二十一年十一月三日憲法） 

第十五条 （略）  

２ すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。  

３・４ （略）  

 

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利

は、これを保障する。  

 

○ 消防組織法（昭和二十二年法律第二百二十六号） 

（消防の任務）  

第一条 消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を

火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれら

の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行う

ことを任務とする。  

 

（消防庁の任務及び所掌事務）  

第四条 消防庁は、消防に関する制度の企画及び立案、消防に関し広域的に対

応する必要のある事務その他の消防に関する事務を行うことにより、国民の

生命、身体及び財産の保護を図ることを任務とする。  

２ （略） 

 

（市町村の消防に関する責任）  

第六条 市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を

有する。  

 

（市町村の消防の管理）  

第七条 市町村の消防は、条例に従い、市町村長がこれを管理する。  

 

（消防機関）  

第九条 市町村は、その消防事務を処理するため、次に掲げる機関の全部又は

一部を設けなければならない。  

一 消防本部  

二 消防署  

三 消防団  
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（消防本部及び消防署）  

第十条 消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域は、

条例で定める。  

２ 消防本部の組織は市町村の規則で定め、消防署の組織は市町村長の承認を

得て消防長が定める。  

 

（消防職員）  

第十一条 消防本部及び消防署に消防職員を置く。  

２ 消防職員の定員は、条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職について

は、この限りでない。  

 

（消防長）  

第十二条 消防本部の長は、消防長とする。  

２ 消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。 

  

（消防署長）  

第十三条 消防署の長は、消防署長とする。  

２ 消防署長は、消防長の指揮監督を受け、消防署の事務を統括し、所属の消

防職員を指揮監督する。 

  

（消防職員の職務）  

第十四条 消防職員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。  

 

（消防職員の任命）  

第十五条 消防長は、市町村長が任命し、消防長以外の消防職員は、市町村長

の承認を得て消防長が任命する。  

２ （略）  

 

（消防職員の身分取扱い等）  

第十六条 消防職員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱

いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法（昭和二十

五年法律第二百六十一号）の定めるところによる。  

２ 消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する事項は、消防庁の定め

る基準に従い、市町村の規則で定める。  
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（消防職員委員会）  

第十七条 次に掲げる事項に関して消防職員から提出された意見を審議させ、

その結果に基づき消防長に対して意見を述べさせ、もつて消防事務の円滑な

運営に資するため、消防本部に消防職員委員会を置く。  

一 消防職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び厚生福利に関すること。  

二 消防職員の職務遂行上必要な被服及び装備品に関すること。  

三 消防の用に供する設備、機械器具その他の施設に関すること。  

２ 消防職員委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。  

３ 委員長は消防長に準ずる職のうち市町村の規則で定めるものにある消防職

員のうちから消防長が指名する者をもつて充て、委員は消防職員（委員長と

して指名された消防職員及び消防長を除く。）のうちから消防長が指名する。  

４ 前三項に規定するもののほか、消防職員委員会の組織及び運営に関し必要

な事項は、消防庁の定める基準に従い、市町村の規則で定める。  

 

（消防団）  

第十八条 消防団の設置、名称及び区域は、条例で定める。  

２ 消防団の組織は、市町村の規則で定める。  

３ 消防本部を置く市町村においては、消防団は、消防長又は消防署長の所轄

の下に行動するものとし、消防長又は消防署長の命令があるときは、その区

域外においても行動することができる。  

 

（消防団員）  

第十九条 消防団に消防団員を置く。  

２ 消防団員の定員は、条例で定める。  

 

（消防団長）  

第二十条 消防団の長は、消防団長とする。  

２ 消防団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。  

 

（消防団員の職務）  

第二十一条 消防団員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。 

 

（消防団員の任命）  

第二十二条 消防団長は、消防団の推薦に基づき市町村長が任命し、消防団長

以外の消防団員は、市町村長の承認を得て消防団長が任命する。  
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（消防団員の身分取扱い等）  

第二十三条 消防団員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取

扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、常勤の消防団員につい

ては地方公務員法の定めるところにより、非常勤の消防団員については条例

で定める。  

２ 消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する事項は、消防庁の定め

る基準に従い、市町村の規則で定める。  

 

（都道府県の消防に関する所掌事務）  

第二十九条 都道府県は、市町村の消防が十分に行われるよう消防に関する当

該都道府県と市町村との連絡及び市町村相互間の連絡協調を図るほか、消防

に関し、次に掲げる事務をつかさどる。  

一 消防職員及び消防団員の教養訓練に関する事項  

二 市町村相互間における消防職員の人事交流のあつせんに関する事項  

三 消防統計及び消防情報に関する事項  

四 消防施設の強化拡充の指導及び助成に関する事項  

五 消防思想の普及宣伝に関する事項  

六 消防の用に供する設備、機械器具及び資材の性能試験に関する事項  

七 市町村の消防計画の作成の指導に関する事項  

八 消防の応援及び緊急消防援助隊に関する事項  

九 市町村の消防が行う人命の救助に係る活動の指導に関する事項  

十 傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準に関する事項  

十一 市町村の行う救急業務の指導に関する事項  

十二 消防に関する市街地の等級化に関する事項（消防庁長官が指定する市 

に係るものを除く。）  

十三 前各号に掲げるもののほか、法律（法律に基づく命令を含む。）に基づ 

きその権限に属する事項  

 

（消防、警察及び関係機関の相互協力等）  

第四十二条 消防及び警察は、国民の生命、身体及び財産の保護のために相互

に協力をしなければならない。  

２ 消防庁、警察庁、都道府県警察、都道府県知事、市町村長及び水防法に規

定する水防管理者は、相互間において、地震、台風、水火災等の非常事態の

場合における災害の防御の措置に関しあらかじめ協定することができる。こ

れらの災害に際して消防が警察を応援する場合は、運営管理は警察がこれを

留保し、消防職員は、警察権を行使してはならない。これらの災害に際して
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警察が消防を応援する場合は、災害区域内の消防に関係のある警察の指揮は、

消防が行う。  

 

（非常事態における都道府県知事の指示）  

第四十三条  都道府県知事は、地震、台風、水火災等の非常事態の場合におい

て、緊急の必要があるときは、市町村長、市町村の消防長又は水防法に規定

する水防管理者に対して、前条第二項の規定による協定の実施その他災害の

防御の措置に関し、必要な指示をすることができる。この場合における指示

は、消防庁長官の行う勧告、指導及び助言の趣旨に沿うものでなければなら

ない。  

 

（非常事態における消防庁長官等の措置要求等）  

第四十四条 消防庁長官は、地震、台風、水火災等の非常事態の場合において、

これらの災害が発生した市町村（以下この条から第四十四条の三までにおい

て「災害発生市町村」という。）の消防の応援又は支援（以下「消防の応援等」

という。）に関し、当該災害発生市町村の属する都道府県の知事から要請があ

り、かつ、必要があると認めるときは、当該都道府県以外の都道府県の知事

に対し、当該災害発生市町村の消防の応援等のため必要な措置をとることを

求めることができる。  

２ 消防庁長官は、前項に規定する場合において、当該災害の規模等に照らし

緊急を要し、同項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要

請を待たないで、緊急に消防の応援等を必要とすると認められる災害発生市

町村のため、当該災害発生市町村の属する都道府県以外の都道府県の知事に

対し、当該必要な措置をとることを求めることができる。この場合において、

消防庁長官は、当該災害発生市町村の属する都道府県の知事に対し、速やか

にその旨を通知するものとする。  

３ 都道府県知事は、前二項の規定による消防庁長官の求めに応じ当該必要な

措置をとる場合において、必要があると認めるときは、その区域内の市町村

の長に対し、消防機関（第九条に規定する機関をいう。以下同じ。）の職員の

応援出動等の措置をとることを求めることができる。  

４ 消防庁長官は、第一項又は第二項の場合において、人命の救助等のために

特に緊急を要し、かつ、広域的に消防機関の職員の応援出動等の措置を的確

かつ迅速にとる必要があると認められるときは、緊急に当該応援出動等の措

置を必要とすると認められる災害発生市町村のため、当該災害発生市町村以

外の市町村の長に対し、当該応援出動等の措置をとることを自ら求めること

ができる。この場合において、消防庁長官は、第一項の場合にあつては当該
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応援出動等の措置をとることを求めた市町村の属する都道府県の知事に対し、

第二項の場合にあつては当該都道府県の知事及び当該災害発生市町村の属す

る都道府県の知事に対し、速やかにその旨を通知するものとする。  

５ 消防庁長官は、第一項、第二項又は前項に規定する場合において、大規模

地震対策特別措置法第三条第一項に規定する地震防災対策強化地域に係る著

しい地震災害その他の大規模な災害又は毒性物質の発散その他の政令で定め

る原因により生ずる特殊な災害に対処するために特別の必要があると認めら

れるときは、当該特別の必要があると認められる災害発生市町村のため、当

該災害発生市町村の属する都道府県以外の都道府県の知事又は当該都道府県

内の市町村の長に対し、第四十五条第一項に規定する緊急消防援助隊（以下

この条から第四十四条の三までにおいて「緊急消防援助隊」という。）の出動

のため必要な措置をとることを指示することができる。この場合において、

消防庁長官は、当該災害発生市町村の属する都道府県の知事及び当該出動の

ため必要な措置をとることを指示した市町村の属する都道府県の知事に対し、

速やかにその旨を通知するものとする。  

６ 都道府県知事は、前項の規定による消防庁長官の指示に基づき、その区域

内の市町村の長に対し、緊急消防援助隊の出動の措置をとることを指示する

ことができる。  

７ 前各項の規定は、大規模地震対策特別措置法第二条第十三号の警戒宣言が

発せられた場合に準用する。  

８ 消防庁長官は、第一項、第二項若しくは第四項又は第五項の規定により、

災害発生市町村のため、当該災害発生市町村以外の災害発生市町村において

既に行動している緊急消防援助隊の出動のため必要な措置をとることを求め

又は指示するときは、あらかじめ、当該緊急消防援助隊が行動している災害

発生市町村（以下この項及び第四十四条の三第一項において「緊急消防援助

隊行動市町村」という。）の長及び当該緊急消防援助隊行動市町村の属する都

道府県の知事の意見を聴くものとする。ただし、当該災害の規模等に照らし

緊急を要し、あらかじめ、意見を聴くいとまがないと認められるときは、こ

の限りでない。  

 

（消防機関の職員が応援のため出動した場合の指揮）  

第四十七条 消防機関の職員がその属する市町村以外の市町村の消防の応援の

ため出動した場合においては、当該職員は、応援を受けた市町村の長の指揮

の下に行動するものとする。  

２ 前項の規定は、緊急消防援助隊の隊員の属する市町村の長が、第四十四条

第一項、第二項若しくは第四項の規定による求めに応じ、又は同条第五項の
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規定による指示に基づき、当該隊員の属する緊急消防援助隊に対し当該隊員

の属する緊急消防援助隊が行動している市町村以外の市町村の消防の応援の

ため出動を命ずることを妨げるものではない。  

 

○ 消防法（昭和二十三年七月二十四日法律第百八十六号） 

第一条 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及

び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽

減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保

持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。 

 

第二条１～７（略）  

８ 消防隊とは、消防器具を装備した消防吏員若しくは消防団員の一隊又は消

防組織法（昭和二十二年法律第二百二十六号）第三十条第三項の規定による

都道府県の航空消防隊をいう。  

９ （略）  

 

第三条 消防長（消防本部を置かない市町村においては、市町村長。第六章及

び第三十五条の三の二を除き、以下同じ。）、消防署長その他の消防吏員は、

屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険

であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると

認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者に対して、次

に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。  

一 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具（物件に限る。）

又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具（物件に

限る。）の使用その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限又はこ

れらの行為を行う場合の消火準備  

二 残火、取灰又は火粉の始末  

三 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある

物件の除去その他の処理  

四 放置され、又はみだりに存置された物件（前号の物件を除く。）の整理又

は除去  

２～４ （略） 

 

第四条 消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者

に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員（消防

本部を置かない市町村においては、当該市町村の消防事務に従事する職員又
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は常勤の消防団員。第五条の三第二項を除き、以下同じ。）にあらゆる仕事場、

工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入つて、消

防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のあ

る者に質問させることができる。ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得

た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある

場合でなければ、立ち入らせてはならない。 

２～４ （略）  

 

第二十六条 消防車が火災の現場に赴くときは、車馬及び歩行者はこれに道路

を譲らなければならない。  

２ 消防車の優先通行については、道路交通法（昭和三十五年法律第百五号） 

第四十条 、第四十一条の二第一項及び第二項並びに第七十五条の六第二項の 

定めるところによる。  

３・４ （略）  

 

第二十七条 消防隊は、火災の現場に到着するために緊急の必要があるときは、

一般交通の用に供しない通路若しくは公共の用に供しない空地及び水面を通

行することができる。  

 

第二十八条 火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、消防警戒区域

を設定して、総務省令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命

じ、又はその区域への出入を禁止し若しくは制限することができる。  

２ 消防吏員又は消防団員が火災の現場にいないとき又は消防吏員又は消防団

員の要求があつたときは、警察官は、前項に規定する消防吏員又は消防団員

の職権を行うことができる。  

３ 火災現場の上席消防員の指揮により消防警戒区域を設定する場合には、現

場に在る警察官は、これに援助を与える義務がある。 

 

第二十九条 消防吏員又は消防団員は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救

助のために必要があるときは、火災が発生せんとし、又は発生した消防対象

物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限するこ

とができる。  

２ 消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団

の長は、火勢、気象の状況その他周囲の事情から合理的に判断して延焼防止

のためやむを得ないと認めるときは、延焼の虞がある消防対象物及びこれら

のものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。  
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３ 消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団

の長は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために緊急の必要がある

ときは、前二項に規定する消防対象物及び土地以外の消防対象物及び土地を

使用し、処分し又はその使用を制限することができる。この場合においては、

そのために損害を受けた者からその損失の補償の要求があるときは、時価に

より、その損失を補償するものとする。  

４ （略） 

５ 消防吏員又は消防団員は緊急の必要があるときは、火災の現場附近に在る

者を消火若しくは延焼の防止又は人命の救助その他の消防作業に従事させる

ことができる。  

 

第三十五条の九 都道府県知事は、救急業務を行つていない市町村の区域に係

る道路の区間で交通事故の発生が頻繁であると認められるものについて当該

交通事故により必要とされる救急業務を、関係市町村の意見を聴いて、救急

業務を行つている他の市町村に実施するよう要請することができる。この場

合において、その要請を受けた市町村は、当該要請に係る救急業務を行うこ

とができる。  

２ 都道府県は、救急業務を行つていない市町村の区域に係る高速自動車国道

又は一般国道のうち交通事故により必要とされる救急業務が特に必要な区間

として政令で定める区間（前項の要請により救急業務が行われている道路の

区間を除く。）について、当該救急業務を行つていない市町村の意見を聴いて、

当該救急業務を行うものとする。この場合において、当該救急業務に従事す

る職員は、地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）の適用につい

ては、消防職員とする。  

 

第三十五条の十一 第二十七条の規定は、救急隊について準用する。この場合

において、同条中「火災の現場に到着する」とあるのは、「救急業務を実施す

る」と読み替えるものとする。  

２ 消防組織法第三十九条の規定は、第三十五条の九第二項の規定により都道

府県が救急業務を行う場合について準用する。この場合において、同法第三

十九条中「市町村」とあるのは「市町村及び都道府県」と、「消防」とあるの

は「救急業務」と、「市町村長」とあるのは「市町村長及び都道府県知事」と

読み替えるものとする。  
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○ 地方公務員法（昭和二十六年法律第二百六十一号） 

（一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員）  

第三条（略）  

２ 一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。  

３ 特別職は、次に掲げる職とする。  

一～四 （略）  

五 非常勤の消防団員及び水防団員の職  

六 （略）  

 

（任命権者）  

第六条 地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教

育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、

市町村の消防長（特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。）その他法

令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、

この法律並びにこれに基づく条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の

機関の定める規程に従い、それぞれ職員の任命、休職、免職及び懲戒等を行

う権限を有するものとする。 

 

（給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準）  

第二十四条 職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。  

２ 前項の規定の趣旨は、できるだけすみやかに達成されなければならない。  

３ 職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事

業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。  

４ （略）  

５ 職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当つては、国

及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払

われなければならない。  

６ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。 

 

（法令等及び上司の職務上の命令に従う義務）  

第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団

体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上

の命令に忠実に従わなければならない。 

 

（職務に専念する義務）  

第三十五条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務
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時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公

共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。 

 

（争議行為等の禁止）  

第三十七条 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対

して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動

能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違

法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつては

ならない。  

２ 職員で前項の規定に違反する行為をしたものは、その行為の開始とともに、

地方公共団体に対し、法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共

団体の機関の定める規程に基いて保有する任命上又は雇用上の権利をもつて

対抗することができなくなるものとする。 

 

（勤務条件に関する措置の要求）  

第四十六条 職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会又

は公平委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべ

きことを要求することができる。  

 

（審査及び審査の結果執るべき措置）  

第四十七条 前条に規定する要求があつたときは、人事委員会又は公平委員会

は、事案について口頭審理その他の方法による審査を行い、事案を判定し、

その結果に基いて、その権限に属する事項については、自らこれを実行し、

その他の事項については、当該事項に関し権限を有する地方公共団体の機関

に対し、必要な勧告をしなければならない。 

 

（職員団体）  

第五十二条 この法律において「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持

改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。  

２ 前項の「職員」とは、第五項に規定する職員以外の職員をいう。  

３ 職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若し

くは加入しないことができる。ただし、重要な行政上の決定を行う職員、重

要な行政上の決定に参画する管理的地位にある職員、職員の任免に関して直

接の権限を持つ監督的地位にある職員、職員の任免、分限、懲戒若しくは服

務、職員の給与その他の勤務条件又は職員団体との関係についての当局の計

画及び方針に関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任



 

12 
 

とが職員団体の構成員としての誠意と責任とに直接に抵触すると認められる

監督的地位にある職員その他職員団体との関係において当局の立場に立つて

遂行すべき職務を担当する職員（以下「管理職員等」という。）と管理職員等

以外の職員とは、同一の職員団体を組織することができず、管理職員等と管

理職員等以外の職員とが組織する団体は、この法律にいう「職員団体」では

ない。  

４ 前項ただし書に規定する管理職員等の範囲は、人事委員会規則又は公平委

員会規則で定める。 

５ 警察職員及び消防職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的と

し、かつ、地方公共団体の当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入し

てはならない。  

 

（職員団体の登録）  

第五十三条 職員団体は、条例で定めるところにより、理事その他の役員の氏

名及び条例で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事委員会又は公

平委員会に登録を申請することができる。  

２・３ （略） 

４ 前項に定めるもののほか、職員団体が登録される資格を有し、及び引き続

き登録されているためには、当該職員団体が同一の地方公共団体に属する前

条第五項に規定する職員以外の職員のみをもつて組織されていることを必要

とする。ただし、同項に規定する職員以外の職員であつた者でその意に反し

て免職され、若しくは懲戒処分としての免職の処分を受け、当該処分を受け

た日の翌日から起算して一年以内のもの又はその期間内に当該処分について

法律の定めるところにより不服申立てをし、若しくは訴えを提起し、これに

対する裁決若しくは決定又は裁判が確定するに至らないものを構成員にとど

めていること、及び当該職員団体の役員である者を構成員としていることを

妨げない。  

５～１０ （略） 

 

（交渉）  

第五十五条 地方公共団体の当局は、登録を受けた職員団体から、職員の給与、

勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的

活動を含む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申入れがあつた場合

においては、その申入れに応ずべき地位に立つものとする。  

２ 職員団体と地方公共団体の当局との交渉は、団体協約を締結する権利を含

まないものとする。  
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３ 地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項は、交渉の対象とするこ

とができない。  

４ 職員団体が交渉することのできる地方公共団体の当局は、交渉事項につい

て適法に管理し、又は決定することのできる地方公共団体の当局とする。  

５ 交渉は、職員団体と地方公共団体の当局があらかじめ取り決めた員数の範

囲内で、職員団体がその役員の中から指名する者と地方公共団体の当局の指

名する者との間において行なわなければならない。交渉に当たつては、職員

団体と地方公共団体の当局との間において、議題、時間、場所その他必要な

事項をあらかじめ取り決めて行なうものとする。  

６ 前項の場合において、特別の事情があるときは、職員団体は、役員以外の

者を指名することができるものとする。ただし、その指名する者は、当該交

渉の対象である特定の事項について交渉する適法な委任を当該職員団体の執

行機関から受けたことを文書によつて証明できる者でなければならない。  

７ 交渉は、前二項の規定に適合しないこととなつたとき、又は他の職員の職

務の遂行を妨げ、若しくは地方公共団体の事務の正常な運営を阻害すること

となつたときは、これを打ち切ることができる。  

８ 本条に規定する適法な交渉は、勤務時間中においても行なうことができる。  

９ 職員団体は、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の

定める規程にてい触しない限りにおいて、当該地方公共団体の当局と書面に

よる協定を結ぶことができる。  

１０ 前項の協定は、当該地方公共団体の当局及び職員団体の双方において、

誠意と責任をもつて履行しなければならない。  

１１ 職員は、職員団体に属していないという理由で、第一項に規定する事項

に関し、不満を表明し、又は意見を申し出る自由を否定されてはならない。  

 

（職員団体のための職員の行為の制限）  

第五十五条の二 職員は、職員団体の業務にもつぱら従事することができない。

ただし、任命権者の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員としてもつ

ぱら従事する場合は、この限りでない。  

２ 前項ただし書の許可は、任命権者が相当と認める場合に与えることができ

るものとし、これを与える場合においては、任命権者は、その許可の有効期

間を定めるものとする。  

３ 第一項ただし書の規定により登録を受けた職員団体の役員として専ら従事

する期間は、職員としての在職期間を通じて五年（地方公営企業等の労働関

係に関する法律 （昭和二十七年法律第二百八十九号）第六条第一項 ただし

書（同法 附則第五項 において準用する場合を含む。）の規定により労働組合
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の業務に専ら従事したことがある職員については、五年からその専ら従事し

た期間を控除した期間）を超えることができない。  

４ 第一項ただし書の許可は、当該許可を受けた職員が登録を受けた職員団体

の役員として当該職員団体の業務にもつぱら従事する者でなくなつたときは、

取り消されるものとする。  

５ 第一項ただし書の許可を受けた職員は、その許可が効力を有する間は、休

職者とし、いかなる給与も支給されず、また、その期間は、退職手当の算定

の基礎となる勤続期間に算入されないものとする。  

６ 職員は、条例で定める場合を除き、給与を受けながら、職員団体のためそ

の業務を行ない、又は活動してはならない。  

 

（不利益取扱の禁止）  

第五十六条 職員は、職員団体の構成員であること、職員団体を結成しようと

したこと、若しくはこれに加入しようとしたこと又は職員団体のために正当

な行為をしたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。 

 

第六十一条 左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は十万円以下の

罰金に処する。  

一～三 （略） 

四 何人たるを問わず、第三十七条第一項前段に規定する違法な行為の遂行

を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者  

五 （略） 

 

附則 

２０ 第五十五条の二の規定の適用については、職員の労働関係の実態にかん

がみ、労働関係の適正化を促進し、もつて公務の能率的な運営に資するため、

当分の間、同条第三項中「五年」とあるのは、「七年以下の範囲内で人事委員

会規則又は公平委員会規則で定める期間」とする。 

 

○ 地方公務員災害補償法（昭和四十二年八月一日法律第百二十一号） 

（特殊公務に従事する職員の特例）  

第四十六条 警察職員、消防職員その他の職務内容の特殊な職員で政令で定め

るものが、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下にお

いて、犯罪の捜査、火災の鎮圧その他の政令で定める職務に従事し、そのた

め公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補

償又は遺族補償については、第二十八条の二第二項の規定による額、第二十
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九条第三項若しくは第四項の規定による額、第三十三条第一項の規定による

額又は第三十八条第一項の政令で定める額は、それぞれ当該額に百分の五十

の範囲内で政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。  

 

○ 消防吏員の階級の基準（昭和三十七年五月二十三日消防庁告示第六号） 

第一条 消防吏員の階級は、消防総監、消防司監、消防正監、消防監、消防司

令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。 

 

第四条 市町村は、第一条及び前条の規定にかかわらず、特に必要があると認

めるときは、消防士の階級を消防副士長及び消防士の階級に区分することが

できる。 

 

○ 警察法（昭和二十九年六月八日法律第百六十二号） 

（この法律の目的）  

第一条 この法律は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持する

ため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的に

その任務を遂行するに足る警察の組織を定めることを目的とする。  

 

（警察の責務）  

第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧

及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当る

ことをもつてその責務とする。  

２ 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、そ

の責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本

国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用する

ことがあつてはならない。  

 

（警察官の階級）  

第六十二条 警察官（長官を除く。）の階級は、警視総監、警視監、警視長、警

視正、警視、警部、警部補、巡査部長及び巡査とする。 

 

 （警察官の職務）  

第六十三条 警察官は、上官の指揮監督を受け、警察の事務を執行する。  
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○ 災害対策基本法（昭和三十六年十一月十五日法律第二百二十三号） 

（定義）  

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。  

一 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常

な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度に

おいてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。  

二 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を

防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。 

三～十 （略）  

 

（災害応急対策及びその実施責任）  

第五十条 災害応急対策は、次の各号に掲げる事項について、災害が発生し、

又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防禦し、又は応急的救助を行

なう等災害の拡大を防止するために行なうものとする。  

一 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項  

二 消防、水防その他の応急措置に関する事項  

三 被災者の救難、救助その他保護に関する事項  

四 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項  

五 施設及び設備の応急の復旧に関する事項  

六 清掃、防疫その他の保健衛生に関する事項  

七 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する

事項  

八 緊急輸送の確保に関する事項  

九 前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防禦又は拡大の防止のための

措置に関する事項  

２ 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の

執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関その他法令の規定により災害

応急対策の実施の責任を有する者は、法令又は防災計画の定めるところによ

り、災害応急対策を実施しなければならない。  

 

（市町村長の出動命令等）  

第五十八条 市町村長は、災害が発生するおそれがあるときは、法令又は市町

村地域防災計画の定めるところにより、消防機関若しくは水防団に出動の準

備をさせ、若しくは出動を命じ、又は警察官若しくは海上保安官の出動を求

める等災害応急対策責任者に対し、応急措置の実施に必要な準備をすること
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を要請し、若しくは求めなければならない。  

 

（市町村長の事前措置等）  

第五十九条 市町村長は、災害が発生するおそれがあるときは、災害が発生し

た場合においてその災害を拡大させるおそれがあると認められる設備又は物

件の占有者、所有者又は管理者に対し、災害の拡大を防止するため必要な限

度において、当該設備又は物件の除去、保安その他必要な措置をとることを

指示することができる。  

２ （略） 

 

（市町村の応急措置）  

第六十二条 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに

発生しようとしているときは、法令又は地域防災計画の定めるところにより、

消防、水防、救助その他災害の発生を防禦し、又は災害の拡大を防止するた

めに必要な応急措置（以下「応急措置」という。）をすみやかに実施しなけれ

ばならない。  

２ 市町村の委員会又は委員、市町村の区域内の公共的団体及び防災上重要な

施設の管理者その他法令の規定により応急措置の実施の責任を有する者は、

当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしていると

きは、地域防災計画の定めるところにより、市町村長の所轄の下にその所掌

事務若しくは所掌業務に係る応急措置を実施し、又は市町村長の実施する応

急措置に協力しなければならない。  

 

○ 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 

（平成十六年六月十八日法律第百十二号） 

（市町村長による避難住民の誘導等）  

第六十二条 市町村長は、その避難実施要領で定めるところにより、当該市町

村の職員並びに消防長及び消防団長を指揮し、避難住民を誘導しなければな

らない。  

２～６ （略）  

 

（避難住民を誘導する者による警告、指示等）  

第六十六条 避難住民を誘導する警察官等又は第六十二条第一項若しくは第二

項（同条第五項において準用する場合を含む。）の規定により避難住民を誘導

する者は、避難に伴う混雑等において危険な事態が発生するおそれがあると

認めるときは、当該危険な事態の発生を防止するため、危険を生じさせ、又
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は危害を受けるおそれのある者その他関係者に対し、必要な警告又は指示を

することができる。  

２ 前項の場合において、警察官又は海上保安官は、特に必要があると認める

ときは、危険な場所への立入りを禁止し、若しくはその場所から退去させ、

又は当該危険を生ずるおそれのある道路上の車両その他の物件の除去その他

必要な措置を講ずることができる。  

３ 前項の規定は、警察官及び海上保安官がその場にいない場合に限り、避難

住民を誘導している消防吏員又は自衛官の職務の執行について準用する。  

 

（武力攻撃災害への対処）  

第九十七条 国は、武力攻撃災害を防除し、及び軽減するため、基本指針で定

めるところにより、自ら必要な措置を講ずるとともに、地方公共団体と協力

して、武力攻撃災害への対処に関する措置（武力攻撃災害を防除し、及び軽

減する措置その他武力攻撃災害による被害が最小となるようにするために実

施する措置をいう。以下同じ。）を的確かつ迅速に実施しなければならない。  

２ 地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る武力攻撃災害を防除し、

及び軽減するため、この法律その他法令の規定に基づき、必要な武力攻撃災

害への対処に関する措置を講じなければならない。  

３～６ （略）  

７ 消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を武力

攻撃による火災から保護するとともに、武力攻撃災害を防除し、及び軽減し

なければならない。  

 

○ 公共サービス基本法（平成二十一年五月二十日法律第四十号） 

（定義）  

第二条 この法律において「公共サービス」とは、次に掲げる行為であって、

国民が日常生活及び社会生活を円滑に営むために必要な基本的な需要を満た

すものをいう。  

一 国（独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第

二条第一項に規定する独立行政法人をいう。）を含む。第十一条を除き、以

下同じ。）又は地方公共団体（地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平

成十五年法律第百十八号）第二条第一項に規定する地方独立行政法人をい

う。）を含む。第十一条を除き、以下同じ。）の事務又は事業であって、特

定の者に対して行われる金銭その他の物の給付又は役務の提供  

二 前号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体が行う規制、監督、助成、

広報、公共施設の整備その他の公共の利益の増進に資する行為  
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（公共サービスの実施に従事する者の労働環境の整備）  

第十一条 国及び地方公共団体は、安全かつ良質な公共サービスが適正かつ確

実に実施されるようにするため、公共サービスの実施に従事する者の適正な

労働条件の確保その他の労働環境の整備に関し必要な施策を講ずるよう努め

るものとする。  

 


